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年金法等の一部を改正する法律（昭和
６０年法律第３４号。以下「昭和６０年
改正法」という。）による改正前の国民年
金法（以下「旧法」という。）に規定する
障害福祉年金の受給権を有し、同年４月
１日において国年令別表に掲げる程度の
障害の状態にある者に対しては、同日に
障害基礎年金の受給権を取得するものと
され、同月分から同年金が支給されるこ
ととされている（昭和６０年改正法附則
第２５条）。なお、旧法第１０２条第１項
の規定によると、同法上の年金給付を受
ける権利は、その支給事由が生じた日か
ら５年を経過したときは時効によって消
滅するとされているが、保険者は、年金
給付について永久に裁定を請求すること
ができなくなるのは酷であるとして、こ
の規定を適用しない（時効の利益の放棄）
こととし、一般的に、上記の５年が経過
した後も裁定の請求を行うことを認める
のを例としてきていることは、当審査会
に顕著な事実である。

２　旧法の規定によると、２０歳前に初診
日がある傷病による障害を支給事由とす
る障害福祉年金は、２０歳に達した日又
は２０歳に達した日後の障害認定日にお
いて旧法別表に掲げる程度の障害の状態
にある場合には、それぞれ２０歳に達し
た日又は障害認定日に、受給権を取得す
るものとされている（旧法第５７条第１
項等）。

３　本件の場合、請求人が２０歳に達した
日は昭和○年○月○日であり、請求人の
本件傷病にかかる初診日が２０歳に達す
る前の昭和○年○月○日であること、し
たがって、障害認定日は請求人が２０歳
に達した昭和○年○月○日となることに
ついては、当事者間に争いがないと認め
られるところ、請求人は、保険者が障害
に認定日における本件傷病による障害の
状態を認定することができないとした原
処分を不服としているのであるから、本
件の問題点は、提出された診断書により、
障害認定日における請求人の本件傷病に
よる障害の状態（以下「本件障害の状態」
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主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載
の原処分を取り消し、請求人の２０歳到達
日を受給権発生年月日とする障害基礎年金
の支給を求めるということである。

第２　事案の概要（本件再審査請求に至る経
緯）
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求をするに至る経緯として、次の各事実
が認められる。
１　請求人は、左下肢弛緩性麻痺（ポリオ）
（以下「本件傷病」という｡）により障害
の状態にあるとして、令和○年○月○日

（受付）、厚生労働大臣に対し、障害認定
日（本件においては２０歳到達日）によ
る請求として、障害基礎年金の裁定を請
求した（この請求については、後記「理
由」欄第２の１及び２の記載の旧法に基
づく障害福祉年金の裁定請求をしている
ものとみることができる。）。

２　厚生労働大臣は、令和○年○月○日付
けで、請求人に対し、本件傷病について、
提出された診断書では、２０歳に達した
日（昭和○年○月○日）現在の障害の状
態を認定することができないとの理由に
より、上記１の請求を却下する旨の処分

（以下「原処分」という。）をした。　　
３　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　昭和６１年３月３１日において、国民

社会保険審査会採決集-4.indd   81社会保険審査会採決集-4.indd   81 2025/05/30   13:562025/05/30   13:56



−82−

ば、保険者は、一般的に、初診日が２０
歳前にある傷病に係る２０歳到達日によ
る請求（ただし、当該請求人がその初診
日から１年６月経過後に２０歳に達した
場合）については、２０歳到達日前後３
月以内の現症が記載されている診断書の
提出を求めることとして、障害の程度の
認定を行うべき日における障害の状態は、
上記の期間内の現症日における障害の状
態によって認定を行うものとする旨の取
扱いをしており、当審査会も、基本的に
はこれを相当としてきているところであ
る。

２　（略）
３　（略）
４　本件診断書によれば、請求人は、昭和

○年○月○日以降、本件傷病の診療を受
けるため、本件診断書作成の医療機関に
継続して受診していることが認められる
が、本件診断書の「関節可動域及び筋
力」欄、「日常生活における動作の障害の
程度」欄には、いずれも不明との記載が
されている。そうすると、本件診断書か
らは、請求人が２０歳到達日前後３月以
内の現症日における本件傷病の障害の状
態のうち、関節可動域、筋力及び日常生
活における動作の状態を確認することが
できないのであり、その他、これらを客
観的に確認し得る資料は提出されていな
いのであるから、本件障害の状態を認定
することは困難である。
　なお、請求人は、再審査請求において、
審査請求時に提出した前記Ａ医師作成の
平成○年○月○日付け身体障害者診断
書・意見書（肢体不自由障害用）によれ
ば、本件障害の状態を認定することがで
きる旨主張する。しかし、同診断書に記
された肢体不自由の状況及び所見並びに
関節可動域（ＲＯＭ）と筋力テスト（Ｍ
ＭＴ）の結果については、請求人の２０
歳到達日（昭和○年○月○日）から約３４
年が経過した上記作成日（平成○年○月
○日）頃のものであると認められるので
あり、このように離れた時点の現症を記
した同診断書により、本件障害の状態を

という。）を認定することができないかど
うかである。

第２　当審査会の判断
１  障害等級２級の障害福祉年金が支給さ

れる障害の状態については、旧法別表に
定められているところ、旧法上の障害の
程度を認定するためのより具体的な基準
として、社会保険庁により発出された「国
民年金障害等級認定基準」（以下「障害認
定基準」という。）が定められ、昭和６０
年改正法の施行後もなお従前の例による
こととされている本件のような障害給付
に係る障害の認定においては、効力を有
するものとされているが、障害の認定及
び給付の公平を期するための尺度として、
当審査会もこの障害認定基準に依拠する
のが相当であると考えるものである。
　障害認定基準の「第１　一般的事項」
の「４　予測認定等」の⑵によれば、障
害の程度については、「第２　個別基準」
に基づき認定するものであるが、切断等
の場合を除いて認定の困難な事例もある
ので、必要に応じ、照会・再診断・実地
調査等を行って必要な資料を集め、適正
に認定するものとするとされ、障害福祉
年金の障害認定に当たっては、その障害
の状態がいかなるもので、それが旧法別
表の定める程度に該当するか否かは、受
給権の発生・内容にかかわる重大なこと
であるから、その認定は客観的かつ公
正・公平に行われなければならないこと
はいうまでもないところであるので、そ
れは、障害の状態・程度を認定すべきも
のとされている時期において、直接その
診察に関与した医師（歯科医師を含む。
以下、同じ。）又は医療機関が作成した診
断書、若しくは、医師ないし医療機関が、
診察が行われた当時に作成された診療録
等の客観性のあるいわゆる医証の記載に
基づいて作成した診断書、又は、これら
に準ずるものと認めることができるよう
な証明力の高い資料によって行われなけ
ればならないものと解するのが相当であ
る。
　そして、当審査会に顕著な事実によれ
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確認することはできない。
５  したがって、本件については、本件障

害の状態を認定することのできる的確な
資料が存しないというほかはないから、
原処分は妥当であって、これを取り消す
ことはできない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。
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